単価契約仕様書
環境政策局東部まち美化事務所

（担当：小浦、今井　　電話：７２２－４３４５）
	件名
	レギュラーガソリン（令和８年５月分）【東部まち美化事務所】

	形状・寸法
	スタンドでの給油

	予定数量
	レギュラーガソリン　約２，４８０リットル

	契約期間
	令和８年５月１日　～　令和８年５月３１日

	契約条件
	１　給油対象車両

　　別紙のとおり（計３５台）
　　なお、受託者は車両変更及び新車納車の際は柔軟に対応すること。
２　支払方法

· 月末〆で請求書受領後３０日以内に支払うこととする。
· 各書類の金額表記は、請求内訳から税抜き合計欄までは小数点以下（第４位）まで記載すること。端数処理は税込金額において行うものとし、小数点以下は全て切捨とする。
３　その他
　〇　東部まち美化事務所（左京区高野西開町３４番地の３）から、概ね半径２．０ｋｍ以内に給油スタンドを有するものとする。
· ガソリン等の給油のみで、洗車等その他の業務を含まない。
· 給油はセルフ形式ではないこと。
· 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
· 契約期間中に揮発油税法をはじめとする法令改正が講じられた場合であっても契約単価は変更しない。ただし、請求額については、法令改正により減ずることとなる金額を差し引いて請求すること。
（請求書には「契約単価に納品量を乗じた金額」と「暫定税率の廃止若しくは変更により減ずることとなる金額」をそれぞれ個別に記載することとし、詳細は担当者と協議すること。）
なお、「暫定税率の廃止若しくは変更により減ずることとなる金額」の算定方法等については、本市と受注者の協議により定めることとする。
〇　当該案件に係る履行実績は、「契約課物品係契約としての履行実績」としては認められない


【別紙】

○　乗用自動車（２台）

　１　京都　５０１　す　６１－１２
　２　京都　３０１　む　８２－１２

○　軽四輪貨物自動車（３１台）

　１　京都　４８０　ま　９４－６８
　２　京都　４１　　も　９２－８８

　３　京都　４８０　す　２７－００

　４　京都　４８０　す　２７－０１

　５　京都　４８０　み　９７－７７
　６　京都　４８０　せ　７２－５２

７　京都　４８０　せ　７２－５３

８　京都　４８０　ち　３９－２３

９　京都　４８０　て　５９－８２
１０　京都　４８０　な　５９－３７
１１　京都　４８０　な　８６－９７
１２　京都　４８０　な　９５－７４
１３　京都　４１　　も　９３－０１

１４　京都　４８０　く　９１－１１

１５　京都　４８０　す　２６－９３　

１６　京都　４８０　ち　３９－３０
１７　京都　４８０　ち　３９－３１
１８　京都　４８０　せ　７２－５６
１９　京都　４８０　せ　７２－５７
２０　京都　４８０　こ　８０－３３
２１　京都　４８０　な　５９－３８
２２　京都　４８０　な　８６－９８
２３　京都　４８０　な　９５－７５
２４　京都　４８０　て　５９－８８
２５　京都　４８０　せ　７２－５４
２６　京都　４８０　せ　７２－５５
２７　京都　４８０　ま　　３－５３
２８　京都　４８０　ふ　６７－８２
２９　京都　４８０　ほ　９８－４０
３０　京都　４８０　ま　８７－０１

３１　京都　４８０　み　９７－７８
○　原動機付自転車（２台）

　１　京都市左　　　Ｅ　６７－０６
　２　京都市左　　　Ｅ　６７－０７
【参考】
令和７年度５月レギュラーガソリン購入量
	
	購入量（単位：リットル）

	５月
	２，４８０．７９


　　　　　
